
厚生労働省 参考資料①

（ 平成２２年５月２４日 ）



失業認定に当たっては、再就職の意思が

疑わしい者について、保険者たる国が直接

職業紹介を実施して真意を厳格に確認する

ことが不可欠。

職業紹介

職業紹介・職業相談

求人開拓

雇用保険 雇用対策（企業指導等）

失業の認定・給付、給付制限

不正受給に対する返還・納付

命令等の処分

障害者の雇用率達成指導
子育て中女性に係る勤務時間の見直し指導
雇用維持に係る支援・指導
求職者に対する住宅・生活支援 等

ハローワークの職業紹介業務の実績

全国のハローワーク（５４５所）において無料の職業紹介を実施 ※ハローワーク数は平成22年度末

※ ＯＥＣＤの雇用戦略においても、職業紹介、失業給付及び雇用対策の３つの機能は統合されるべきとの勧告がなされている。 （1994年、2006年）
※ G8労働大臣会合・議長総括においても、政府は、職業紹介・失業給付・積極的労働市場政策を統合する、よく機能する効果的な雇用機関があるこ
とを保証しなければならないと述べられている。 （2007年、2008年）

雇用のセーフティネットを担うハローワーク

就職する希望を持つ全ての人（年長フリーター等の若者、障害者、母子家庭の母、高齢者等）への支援を進めていくためには、
企業への指導・支援と一体となった職業紹介が効果的であることから、職業紹介と雇用対策（企業指導・支援等）を一体的に
実施するハローワークが雇用のセーフティネットとしての中核的な役割を果たす必要がある。

年長フリーター等の若者、障害者、母子家庭の
母、高齢者等の就職の実現には、企業への指導・
支援と一体となった職業紹介や、関係機関と連携
しての「チーム支援」等が効果的。

平成２１年度実績

・ 新規求職申込件数 約７８２万件

・ 新規求人数 約６２２万人

・ 就職件数 約２０４万件

・ 就職率 ２６．１％

就職経路に占めるハローワークの割合 １９．７％

⇔ 民間職業紹介事業者の割合 １．６％

広告 ３０．９％

縁故 ２３．５％

その他 ２４．３％
注：その他の割合にはハローワークインターネットサービスを

就職経路とするもの（３．６％）を含む

（平成２０年 雇用動向調査） 1



雇用保険の都道府県別収支状況等について
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平成18年度（収支過去最高） 全国の収支+51.7％

平成11年度（収支過去最低） 全国の収支-62.4％

雇用保険の都道府県別収支状況（（収入－支出）／収入）

0%

-200%

100%

○ 都道府県によって、収支状況に大きな格差がある（例えば、平成18年度の実績を単純に置き換えると、青森県は
全国平均の3倍以上、東京都の7倍以上の保険料が必要）

○ 給付や収入は雇用失業情勢の動向等に依存する（例えば、平成11年度の給付は平成18年度の2倍以上）ため、
収支状況は大きく変動する

○ 他都府県で就業している労働者については、保険料の徴収と給付を行う都府県が異なる
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政府は、職業紹介、失業給付と積極的労働市場施策を十分に統合することを通じて、労働市場の需給調整機

能を強化するとともに、これらの機能を果たす組織を全国ネットワークとして維持することが重要である。

弱い立場にある労働者や地域のニーズに対応する労働市場・雇用政策の役割

Ｇ８労働大臣会合（新潟） 議長総括（仮訳） ２００８年５月１３日

労働市場政策の焦点を所得保障という受動的なものから、再雇用の援助という積
極的手段に移す必要があること、また、積極的手段と失業保険給付及び失業関連
給付制度とが密接に作用し合うようにすることが重要であり、このために、PESが行

う職業紹介とカウンセリング、失業保険金の給付、労働市場プログラムの管理の３
つの基本的機能を統合するべき。

職業紹介サービスは、失業者にきめ細やかな面接、職探し支援を提供するべき。
積極的労働市場プログラムへの参加は、グループ（例：統合の困難に直面している
移民、不利な状況に置かれている若年者や高齢者の求職者）に応じた一定期間の
失業状態を経過した後は、強制的なものであるべき。職業紹介サービスは、これら
の役割を遂行するだけの十分な資源を有し、その機能はよく統合されるべき。

２００６年雇用戦略（１９９４年雇用戦略の改訂）

○良く設計された失業給付制度と積極的労働市場政策を実行する

○積極的労働市場政策

ＯＥＣＤ雇用戦略（抜粋）

１９９４年雇用戦略
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諸外国における職業紹介・失業保険関係業務の実施主体

紹介業務 認定業務

イギリス ジョブセンタープラス庁 ジョブセンタープラス庁

アメリカ 職業安定所（州） 職業安定所（州）

ドイツ
職業安定所

（連邦雇用機関）
職業安定所

（連邦雇用機関）

スウェーデン 職業安定所 職業安定所

フランス 雇用局 雇用局

◎ 先進主要国においても、日本と同様に、雇用保険と職業紹介が一体的に実施されている。

※ 英国では、１９７４年から職業紹介と失業保険の給付を切り離したものの濫給が生じ、１９８６年、サッチャー政権が
両事業を統合（統合の初年度には受給者約３割減）。

※ フランスでは、２００８年２月に成立した法律により、全国雇用機関（ＡＮＰＥ）と商工業雇用協会（ＡＳＳＥＤＩＣ）を統合し、
○新たな組織「Pole emploi（雇用局）」を２００９年１月に設立。 4



新規求職者数等の推移とハローワーク職員数等の推移

○ 完全失業率及び新規求職者数の推移
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（注）１．完全失業率は季節調整値である。
２．新規求職者数は年度平均(１月当たり）である。
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○ 「新たな定員合理化計画」（１７年１０月４日閣議決定）により、１８年度から２１年度までに１，２９０人定員合理化。
総人件費改革として、「国の行政機関の定員の純減について」（１８年６月３０日閣議決定）に基づき、２２年度までに
６７１人（ハローワーク関係）を純減。

○ 「国の行政組織等の減量・効率化の推進について」（平成１８年１２月２２日総務省行政管理局）により、平成１８年度か
ら５年間で３０労働局管内で統廃合を実施し、少なくとも５０所（署）において整理合理化を実施（労働基準監督署を含む）。

※平成２１年度の正規職員数には、平成２１年度補正予算による臨時増員３０４人（平成２３年度末までの時限措置）を含む。 5



主要先進国の職業紹介機関の体制について

職業紹介機関
名称

職業紹介
機関数
（箇所）

職員数
（非常勤職員等も
含めた人数）

（人）

労働力人口
（千人）

職員１人
当たり労
働力人口
（人）

機関１箇
所当たり
労働力人
口（人）

失業者数
（千人）

職員１人
当たり失
業者数
（人）

機関１箇
所当たり
失業者数
（人）

失業率
（％）

イギリス
ジョブセンター・
プラス

８６５（’０８）
６５，６４４（’０９）
（６７，３０８）

２９，５１７（’０５）
４５０

（４３９）
３４，１２４ １，５００（’０５）

２３
（２２）

１，７３４ ７．６（’０９）

ドイツ
公共職業安定所
（連邦雇用機関）

７８６（’０９）
９２，２９７（’０９）
（１０８，７８１）

４３，０６８（’０７）
４６７

（３９６）
５４，７９４ ３，４２３（’０９）

３７
（３１）

４，３５５ ８．２（’０９）

フランス
（注１）

公共職業安定所
（雇用局）

９１０（’０９）
約４５，０００（’０８）

（注２）
２８，０４２（’０８） ６２３ ３０，８１５ ２，０９２（’０８） ４６ ２，２９９ ９．４（’０９）

アメリカ
各州職業安定
機関

２，９５１（’０８）
－

（注３）
１４９，３２０（’０５） － ５０，６００ ７，６００（’０５） － ２，５７５ ９．３（’０９）

日本 公共職業安定所 ５４５（’０９末）
１１，８６１（’１０末）

（２９，４２４）
６６，１７０（’０９）

５，５７９
（２，２４９）

１２１，４１３ ３，３６０（’０９）
２８３

（１１４）
６，１６５ ５．１（’０９）

※ ホームページ上の各種統計資料をもとに、厚生労働省において作成。

（注１） フランスには職業紹介機関であるANPEの他に失業保険を扱う機関であるASSEDICがあったが、ANPEとASSEDICは２００９年１月に統合。
職員数については、ANPEとASSEDICを合算したものを計上。

（注２） 職員と非常勤職員等の内訳は不明。
（注３） 各州単位で公共職業紹介機関の設置を行っているため、全体の職員数については不明。なお、９７年当時の職員数は約７０，０００人。
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地方公共団体による無料職業紹介事業の状況

◎ 地方公共団体による無料職業紹介事業とハローワークの実績（平成２０年度）

新規求職申込件数

新規常用求人数

常用就職件数

①地方公共団体による
無料職業紹介事業（注）

②ハローワーク ①／②×１００％

５１，６７６

７，０３３，３０６ ０．３８％２６，６１８

４，７５１

７，０５９，４１７

１，７３９，５５１

０．７３％

０．２７％

（注） 平成２１年３月３１日現在で１２６団体（４０都道府県１区５１市３０町３村１組合）が実施
括弧内の数字は４０都道府県の実績

① 職業紹介事業報告（平成２０年度）
② 職業安定業務統計（平成２０年度）

※ 地方公共団体が行う無料職業紹介事業については、一部の分野等（農業、医療、Ｕ・Ｉターン）に
限られているところが多い。

（ １２，２８８ ）

（ ２８，０００ ）

（ １，６８３ ）

（ ０．１７％ ）

（ ０．４０％ ）

（ ０．１０％ ）
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職業安定組織の構成に関する条約（ＩＬＯ第８８号条約）（抜粋）

第 一 条

１ この条約の適用を受ける国際労働機関の加盟国は、無料の公共職業安定組織を維持し、又は
○その維持を確保しなければならない。
２ （略）

第 二 条
職業安定組織は、国の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体系で構成される。

第 三 条

１ その体系は、当該国の各地理的区域について充分な数であつて使用者及び労働者にとつて便
○利な位置にある地区職業安定機関及び適当な場合には地方職業安定機関の網状組織から成る。
２ （略）

第 四 条

１ 職業安定組織の構成及び運営並びに職業安定業務に関する政策の立案について使用者及び
○労働者の代表者の協力を得るため、審議会を通じて適当な取極が行われなければならない。

２ それらの取極においては、一又は二以上の中央の審議会並びに必要な場合には地方及び地区
○の審議会の設置を定めなければならない。

３ それらの審議会における使用者及び労働者の代表者は、使用者及び労働者の代表的団体が存
○在する場合には、それらと協議の上それぞれ同数が任命されなければならない。

（日本は1953年10月20日に批准）
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１ 労働基準監督（労働者を保護する法規の履行確保）

○ 労働者の生命身体の安全の確保、賃金の支払いなど経済的基礎の確保は、地域の状況等によらず

全国統一的に行われる必要があることから、法令・通達など基準の定立のみならず、基準の履行確保も

国が行う必要（※）がある。

i 刑罰法規、立入権限等の行政権限行使の全国統一的運用

・ 全国統一的に労働者保護を図るため、行政権限行使に当たり、全国統一的な指揮命令・中央監察に

よる水準統一が必要であり、地方の実情に応じ、「曲げて」運用することは不適当。これは企業活動の

公正な競争を確保するためにも必要。

・ ＩＬＯ条約・勧告においても、労働監督は、中央機関の監督及び管理下に置くことが前提。

ii   機動的な監督指導

・ ①全国に共通する労働衛生上の緊急事態への対処（石綿）、②全国展開する企業の労務管理を

全社的に是正（名ばかり管理職）等、全国的な問題事案が発生した際に、全国一律、一斉の対応を

指示することができない。

iii 専門知識を有する職員による実施体制の確保（労働基準監督署・労働基準監督官）

・ 国では、労働基準監督官試験に合格した者が、全国異動しつつ、一貫して労働基準行政に従事し、

研修を受ける。都道府県単位では、特に小規模県の場合、少人数となり、人事異動、キャリア形成に制約。

※ 履行確保の業務は、事前に具体的・網羅的に基準を設定して処理できるものではなく、通達等による定期・随時の指示が必要。

地方移管すれば、国の関与は技術的助言等に限られ、基準の解釈・運用が地方自治体に委ねられ、全国統一性の担保は不可能。

地域主権改革に係る留意点

労働基準法、労働安全衛生法を始めとする、労働者を保護するための刑罰法規の履行確保、
労災保険業務など労働基準監督署の業務については、現在、国が一元的に実施。

労働基準行政について

※ 労働基準監督署は全国に３２１署設置。（平成２２年度末時点）

労働基準行政に関する基本的な考え方
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２ 労災保険制度の認定・給付・保険料徴収

○ 労災保険制度は、労働基準法に定める使用者の災害補償責任（違反に罰則）を基盤とする制度として、

全国統一的な、公平、公正な実施が必要。

国管掌の保険制度として、適用、徴収、給付のすべてを、適正かつ効率的に運営する必要。

i 保険集団の最大化によるリスク分散

・ 労災保険は、保険集団を可能な限り大きくしてリスク分散を図るため、国が全国的に運営することが

最も効率的。

ii 保険制度の企画責任、運営責任、財政責任の所在の一致

・ 企画責任、財政責任（国が徴収する全額使用者負担の保険料＋一般会計からの補助）と運営責任の

所在の分離は、不適切。

特に、保険者でなく財政負担もない地方自治体が認定等の事務のみを行うことは、給付費の増加及び

保険料の上昇を招くおそれ。

iii 予め認定基準の設定が困難なものも含めて給付の公平性の確保

・ 労働基準法に基づく災害補償責任の有無についての判断を、全国統一的に公平性をもって行うことが必要。

・ 知見の集積が十分でないこと等から「認定基準」を設定しきれない疾病等もあり、担当職員の研修など

専門性を持続的に高めることが必要。

iiii 監督・安全衛生行政（保険事故たる労働災害の防止）との一体的実施

・ 監督・安全衛生行政と一体的に行うことにより、適正効率的な認定を行うとともに、再発防止策を併せて

行うことが必要。
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雇用均等行政に関する基本的な考え方

男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法等に基づく労働者、事業主等に対する指導・
紛争解決援助等の雇用均等室の業務については、現在、国が一元的に実施。

男女雇用機会均等法等に基づく指導・援助業務など雇用均等室の業務については、労働基準行政と同様に、
国が定めた基準で全国一斉・統一的に行う必要（※）。

※ 履行確保の業務は、事前に具体的・網羅的に基準を設定して処理できるものではなく、通達等による定期・随時の指示が
必要。地方移管すれば、国の関与は技術的助言等に限られ、基準の解釈・運用が地方自治体に委ねられ、全国統一性の担保
は不可能。

１．労働者の権利の確保
雇用均等行政において所管している男女雇用機会均等法をはじめとする各種法律は、そのほとんどが労働

者の基本的な権利を定めるものであり、地域によってその権利の確保に当たり差があってはならず、全国統
一的に労働者を保護する必要があることから、ナショナルミニマムの維持・達成の観点から国が全国統一的
な指揮命令により実施すべきものである。これは、企業活動の公正な競争を確保するためにも必要である。

２．全国的な観点からの事業主指導
事業主に対する指導において、都道府県間での事案の移送や、複数の都道府県雇用均等室の管轄にまた

がる全国展開している企業や業界等において違法な雇用管理の傾向が把握された場合、全国的な問題事案
に一斉に対応する必要があることから、その指導に当たり、報告徴収等のポイントの共有、報告徴収時期の
効果的設定等を行うケースもあり、全国的な視点から、各雇用均等室間の密接な連携による効果的、効率的
かつ統一性のある強力な指導が必要である。

雇用均等行政について

地域主権改革に係る留意点
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労働基準・職業安定・雇用均等行政の一体化

[平成１２年３月３１日までの機構] [平成１２年４月１日からの機構]

労 働 省 労 働 省 ・平成１２年３月末までは労働基
準・職業安定・雇用均等の３行
政をそれぞれ別系統の地方支分
部局で実施。

都 道 府 県 都 道 府 県 都 道 府 県 都 道 府 県
職業安定課 ・平成１２年４月施行の組織再編

労働基準局 女性少年室 雇用保険課 労 働 局 により「都道府県労働局」を設
置し、３行政の実施系統を一元
化。

労 働 基 準 公 共 職 業 労 働 基 準 公 共 職 業
監 督 署 安 定 所 監 督 署 安 定 所 → 総合的な行政実施を実現。

３行政の一体化によって、現在、次のようなことが可能になっており、これを再び分離することは労働者保護に反する。

・ 企業倒産、雇用調整等に際し、情報収集、不適切な解雇や雇止めの予防のための啓発指導、賃金不払や解雇手続に関する法違
反の是正、離職を余儀なくされた場合の失業給付や再就職支援等について総合的かつ機動的に対応。

・ 労働者派遣契約の中途解除、製造業務等における偽装請負その他労働者派遣法違反の事業主に対する指導監督を労働基準行政
と職業安定行政が連携して行い、共同監督などを実施。

・ 公共職業安定所が事業所に対する雇用管理指導等を実施する中で、労働保険未加入等の疑いがある事案、偽装請負の疑いのあ
る事案等を把握した場合は、事案に応じ労働局等に情報提供。

・ 労働局に「総合労働相談コーナー」を設け、あらゆる労働相談をワンストップ的に受け付け、内容に応じて労働局自ら、ある
いは労働基準監督署、公共職業安定所、雇用均等室という専門組織で解決。また、問題が混在する事案も円滑に処理。
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